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岩手県最低賃金が１０月２７日から９５２円になります 

岩手労働局（局長 粟村
あわむら

 勝
かつ

行
ゆき

）では、岩手県最低賃金が１０月２７日（日）

に改正発効され、５９円引上げた時間額９５２円になるため、県内の関係行政

機関、商工団体、労働者団体、使用者団体、事業者団体及び教育機関等に広く

周知・徹底を図ってまいります。 

岩手県最低賃金は、年齢や正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県

内の事業場で働くすべての労働者に適用され、令和６年１０月２７日以降、使

用者は、労働に対する対価として、時間額９５２円以上の賃金を支払う必要が

あります。 

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の賃金引上げの支援策として、「業

務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」の活用促進を図っております。 

また、中小企業庁とも連携し支援・後押しを強化しております。 

さらに、岩手県と調整の上、「岩手県・岩手労働局における事業主に対する

支援について」というリーフレットを作成し、岩手県と岩手労働局の支援策を

同時に紹介し、業務改善助成金等を含む事業主に対する各種支援策について、

更なる活用促進のため幅広く周知を図ってまいります。 

 

【岩手県最低賃金改正発効のポイント】 

☑ 働くすべての人が対象！ 

年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用

されます。 

☑ 最低賃金未満の労働契約は無効！ 

最低賃金を下回って支払われた賃金と最低賃金との差額があれば、10 月 27日の発効

日にさかのぼって請求できます。 

☑ 岩手県最低賃金の不払は５０万円以下の罰金！ 

 

厚生労働省岩手労働局発表 

令和６年１０月２４日（木） 

【照会先】 

岩手労働局労働基準部賃金室 

室   長 境 澤    淳 

室長補佐 五十嵐 由佳子 

電話 ０１９－６０４－３００８ 
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最低賃金制度と地域別最低賃金 

１ 最低賃金制度とは 

最低賃金制度とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、

使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制

度です。 

２ 最低賃金の種類 

【岩手県最低賃金】 

産業や職業の種類、パートタイム労働者等の名称、年齢を問わず、原則と

して岩手県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を１人でも使用する

すべての使用者に適用されます。 

岩手県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、５０万円以下の

罰金が科せられます。 

【岩手県特定（産業別）最低賃金】 

岩手県内の特定の産業について決定され、当該産業に属する事業場の労働

者とその使用者に限定して適用されます。 

岩手県で特定（産業別）最低賃金が設定されている産業と金額は、 

「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」９４９円 

「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」９２５円 

「電子部品･デバイス･電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」９１７円 

「各種商品小売業」７６７円 

「百貨店,総合スーパー」８００円 

「自動車小売業」９４５円 

※改正される岩手県最低賃金が、すべての岩手県特定（産業別）最低賃金を上回る

こととなりますので、１０月２７日以降、次の改正までは岩手県最低賃金の９５

２円が適用されます。 

３ 最低賃金と支払われる賃金との比較方法 

実際に支払われる賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか調べるに

は、精皆勤手当等の除外賃金を差し引いた後の賃金額と適用される最低賃金

額とを賃金形態に応じて、以下の方法で比較します。 

(1) 時間給の場合 時間給 ≧ 最低賃金額 

(2) 日給の場合  日給÷１日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額 

(3) 月給の場合  月給を１時間当たりの金額に換算 ≧ 最低賃金額 

＊ 最低賃金額との比較に当たって、算入しない賃金 

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 

② １か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 

③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 

(時間外割増賃金など) 

④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) 

⑤ 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、

通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) 

⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

参 考 







非正規雇用労働者の基本給の賃金規

定等を３％以上増額改定し、その規

定を適用させた場合に助成します。

パートタイム労働者など非正規雇用

労働者の賃金引上げが対象です。

最低賃金引上げの支援策
～最低賃金改定前の申請をご検討ください～

業務改善助成金 検 索

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、

設備投資等を行った中小企業に、

その費用の一部を助成します。

中小企業で働く労働者の賃

金引上げのための生産性向

上の取組が支援対象です。

キャリアアップ助成金 検 索

３％以上５％未満増額改定
した場合

５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

賃上げコース区分 助成上限額

30円コース 30万円～130万円

45円コース 45万円～180万円

60円コース 60万円～300万円

90円コース 90万円～600万円

賃上げ＋設備投資

・賃上げと設備投資等を含む生産性向上

に資する計画を作成

・中小企業が利用できる

・助成額は、賃金の引上げ額、引上げ

労働者数等によって決まる

・設備投資等は、交付決定を受けた後

活用のポイント 活用のポイント

・賃金規定等の改定キャリアアップ計
画を作成
・中小企業と大企業が利用できる
・助成額は、1人当たり定額
・最低賃金の改定に伴う賃金規定等の
改定をした場合も助成対象

活用例

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、

10名の有期雇用労働者の賃上げを実施し

た場合、65万円支給されます。

30人の事業場で、事業場内最低賃金

労働者5名の時給を45円引き上げた

場合、設備投資にかかった費用に対

し最大10０万円が助成されます。

活用例

1人当たりの助成額（大企業の場合は２/３）

１事業所あたりの上限は100人分

（R６.8）

賃上げ



賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を
３％以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の
「 賃 金 規 定 等 改 定 コ ー ス 」 が 利 用 で き ま す 。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。

最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に
賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点
措置が得られます。

最低賃金引き上げに伴う

支援・後押しを強化しています

最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ

詳しくは次のページで

（令和６年８月時点版）

本紙は最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・
中小企業庁の補助事業、賃上げを後押しするその他施策をご紹介するものです。具体的な情
報についてはホームページ等でご確認ください。

厚生労働省、中小企業庁では、

業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生
産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備
投資等にかかった費用の一部が助成されます。

キャリアアップ助成金

助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です

賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※同一の補助対象（設備等）に対する重複利用は不可

I T導入補助金
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＜業務改善助成金＞

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を引き上げ、設備

投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

事業内最低賃金

引き上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の費

用の一部を助成
計画の承認
と実施

対象となる事業者

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

活用例

• 地域別最低賃金が935円

• 事業場内最低賃金を940円から1000円にUP

→事業場内最低賃金が940円なので助成率は4/5

• 労働者７人の最低賃金引上げを実施

→60円コース・７人以上の区分で

助成上限額は230万円

助成率

事 業 場 内 最 低 賃 金 額 助 成 率

900円未満 9/10

900円以上950円未満 ４/５(9/10)

950円以上 ３/４(4/5)

助成対象経費の例

機器・設備
の導入

• POSレジシステム導入による在庫
管理の短縮

• リフト付き特殊車両の導入による
送迎時間の短縮

経営コンサ
ルティング

国家資格者による、顧客回転率の向上
を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化※（ ）内は生産性要件を満たした事業場

助成上限額

引上げ
労働者数

引上げ額

30円コース
（30円以上）

45円コース
（45円以上）

60円コース
（60円以上）

90円コース
（90円以上）

１人 30万円（60万円） 45万円（80万円） 60万円（110万円） 90万円（170万円）

２～３人 50万円（90万円） 70万円（110万円） 90万円（160万円） 150万円（240万円）

４～６人 70万円（100万円） 100万円（140万円） 150万円（190万円） 270万円（290万円）

７人以上 100万円（120万円） 150万円（160万円） 230万円 450万円

10人以上※ 120万円（130万円） 180万円 300万円 600万円

問合先 業務改善助成金コールセンター：0120-366-440

申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

※10人以上の上限区分は特例事業者（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）のみ対象。

※（ ）内の助成上限額は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。

（設備投資費用が300万円の場合…）

300万円×4/5＝240万円
→助成上限額230万円を超えているた

め、230万円支給

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ

計画と設備投資等の計画を立て、（工場や事務所などの労働

者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

別々に

申請
工場A 店舗B

※ 一部事業者は対象経費の特例を受けることができる可能性

がございます。（詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照）



＜キャリアアップ助成金＞

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

対象となる方

雇用保険適用事業所ごとに

「キャリアアップ計画」を

作成し、その計画に基づき、
右の❶～❻までのいずれか

を実施した事業主。

❶正社員化コース

❷障害者正社員化コース

❸賃金規定等改定コース

❹賃金規定等共通化コース

❺賞与・退職金制度導入コース

❻社会保険適用時処遇改善コース

支援内容

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%

以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、

右記の額の助成を行います。

３％以上５％未満増額改定
した場合

５万円

５％以上増額改定した場合 ６万5,000円

※賃金規定等改定コースの場合

⚫ １年度１事業所当たり100人までは、複数回の申請ができます。
⚫ 職務評価を行ったうえで賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
⚫ 中小企業以外の場合、助成額は上記の2/3程度となります。
⚫ 最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額改定した

場合も、助成対象になります。ただし、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに

賃金規定等の増額改定を行う必要があります。

問合先 都道府県労働局

最低賃金の引き上げに伴い、被用者保険の適用になり手取り収入が減らないよう就業調整をする

労働者はいらっしゃいませんか？新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる

取組を行う事業主に対して助成する仕組みができました。
詳 し く は こ ち ら

社会保険適用時処遇改善コースの新設

(R5.10～)

□事業概要：業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のための

ITツール等の導入を支援します。

□補助上限：最大450万円

□補助率：１／２～４／５

□賃上げ加点：給与支給総額を年率平均1.5％増加させることに加え、

「事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上の水準にすること」を

更なる加点要素とします。

問合先

＜IT導入補助金＞

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター：0570-666-376

↓現在の公募要領はこちら

□事業概要：構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある

省力化投資を支援します。

□補助上限：最大200～1,000万円（従業員数による）

更に一定の賃上げで、上限額を最大300～1,500万円に引き上げ

□補助率：1/2以下

・中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター : 0570-099-660問合先

詳 し く は こ ち ら

＜賃上げを後押しするその他施策＞



・よろず支援拠点

＜働き方改革や経営改善に向けた相談先＞

経営革新支援

経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します！お気軽にご連絡ください。

◆売上拡大のための解決策を提案します。

◆資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます。

◆地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な

支援機関等を紹介します。

経営改善支援 ワンストップサービス

社労士等の労務管理の専門家が
会社の「働き方改革」や賃金引上げを無料で支援します！

各都道府県の働き方改革推進支援センター

コンサルティング

◆専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。

◆専門家が会社への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

◆企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、

働き方改革セミナーを開催しています。

セミナー開催

・働き方改革推進支援センター

問合先 各都道府県のよろず支援拠点

相談支援

問合先

（R6.８)

□概要：事業者が一定率以上の賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を
法人税などから税額控除できる制度です。

【令和６年４月１日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合※】

※令和６年３月31日以前に開始された事業年度に適用を受けたい場合は、
制度の内容が異なりますので、ご留意ください。

・賃上げ促進税制

全企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大35％を税額控除

中小企業
全雇用者の給与等支給額の
増加額の最大45％を税額控除

税制サポートセンター
全企業・中堅企業向け税制 : 0570-078-117
中小企業向け税制 ：03-6281-9821

問合先

詳しくは▼



（令和６年９月現在）

１. 最低賃金・賃上げを行う場合の支援策

岩手県・岩手労働局においては、事業主の皆様の雇用に関するお悩みに対応できるよう、以下の支援

策を実施していますので、お気軽にご相談下さい。

・事業場内で最も低い時間給を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投
資等を行う、中小企業・小規模事業者に、その設備投資等に要した費用の一部
を助成。

岩手県・岩手労働局における事業主に対する支援策について

・有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者
について、正社員化、賃金引上げ、社会保険の適用等の処遇改善の取組を実施
した事業主に助成。

・事業主からの賃金引上げに向けた経営・労務管理に関する相談に対して、専門
家による無料相談と専門家の派遣を実施。

２.生産性向上の取組を行う場合の支援策

・職場環境の改善、労働時間の縮減等に向けた取組を行い、生産性向上や業務効
率化等を目指す中小企業事業主に、その経費を助成。①業種別課題対応コース、
②労働時間短縮・年休促進支援コース、③勤務間インターバルコース、④団体推進
コース、の全４コース。

業務改善助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

キャリアアップ助成金
【相談先】岩手労働局職業安定部

職業対策課助成金センター

専門の相談窓口 【相談先】岩手働き方改革推進支援センター

働き方改革推進支援助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

・厚生労働省では経済産業省・中小企業庁と連携し、最低賃金の引上げにより、
影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。各種支援措置の詳細や
関連する相談窓口がわかるリーフレットについては、右記QRコードから厚生労働
省ホームページよりアクセス・ダウンロードできます。

・雇用する労働者に対して職務に関連した知識・技能を習得させるための職業訓練
等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成。「人材育成
支援コース」、「人への投資促進コース」、「事業展開等リスキリング支援コース」等、
６つのコースで構成。

人材開発支援助成金
【相談先】岩手労働局職業安定部

職業対策課助成金センター



３.人材確保や職場環境の改善を行う場合の支援策

・各事業所が求める人材の確保に向けて、県内１２カ所のハローワークにおいて
マッチング支援（求職者の紹介、求人条件の相談等）を実施。

ハローワークでの人材確保支援 【相談先】各ハローワーク

・働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環
境整備に取り組む事業主に助成。

両立支援等助成金 【相談先】岩手労働局雇用環境・均等室

・働きやすい職場づくり等の働き方改革を通じて、人手不足解消に向けた人材の確
保・定着に関する専門家による無料相談とその専門家の派遣を実施。

専門の相談窓口 【相談先】岩手働き方改革推進支援センター

４.多様な人材を雇用する場合の支援策

・７０歳までの就業機会確保等に向けた環境整備のため、６５歳を超える定年引き
上げや継続雇用制度導入等に向けた意識啓発・機運を醸成。

高齢者の就労 【相談先】各ハローワーク

・障害者雇用ゼロ企業に対し、ハローワークと地域の関係機関が連携し、採用準備
から採用後の職場定着まで一貫した雇い入れを支援。

障害者の就労支援 【相談先】各ハローワーク

・障害者の職場定着のため、障害のある有期雇用労働者等を、より安定度の高い
雇用形態である正規雇用労働者等へ転換した事業主に助成。

キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース） 【相談先】岩手労働局職業安定部
職業対策課助成金センター

・事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を
行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主が労働者に支払った休業手当
等の一部を助成。(一部の労働者を対象とした短期間休業も助成対象。)。

雇用調整助成金

５.事業活動の縮小を行う場合の支援策 ※次頁へ続く

【相談先】岩手労働局職業安定部
職業対策課助成金センター



５.事業活動の縮小を行う場合の支援策 ※次頁からの続き

・事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組
等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入
れを支援するための助成金。
（中小企業庁が実施する事業再構築補助金（第12回の成長分野進出枠（通常類型）
に限る）または「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」（第17次以降の
製品・サービス高付加価値化枠に限る）の事業計画書の申請を行い、当該補助金の
採択および交付決定をうけていることが要件。）

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース) 【相談先】岩手労働局職業安定部
職業対策課助成金センター

・事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職日の翌日から３か
月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、当該労働者の賃金を離職前
賃金と比べ５％以上上昇させた事業主に対して助成。
・ハローワークでは離職が見込まれる従業員への相談支援、職業紹介等を実施。

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）及び
ハローワークでの再就職支援

【相談先】各ハローワーク

６.岩手県が行う支援策

・県内の企業等の魅力ある職場づくりに向けて働き方改革を進めようとする運動。
運動に参加いただいた企業（事業所）は、「いわての働き方改革ポータルサイト」の
参加企業一覧に掲載。また、仕事・就職情報サイト「シゴトバクラシバいわて」掲載
時などに、働き方改革に取り組んでいる企業であることを、就職活動を行う若者や
学生を始め広く県民にPRできる。

いわて働き方改革推進運動 【相談先】岩手県商工労働観光部
定住推進・雇用労働室

・従業員がいきいきと働く職場づくりに向けて、働き方改革アドバイザーが職場環境
づくりの支援を行う。（訪問相談、電話・メール相談、社内勉強会など）

いわて働き方改革サポートデスク 【相談先】いわて働き方サポートデスク

・１時間当たり50円以上の賃上げを行った中小企業等を対象に、従業員１人当たり
５万円（最大20人分）を支給
【対象となる賃上げ時期】
令和5年4月1日から令和6年9月30日まで（賃金の支給が令和6年10月以降となった
ものを含む）
※岩手県全体で40,000人を上限とし、上限に達し次第終了します。
なお、上限に達しない場合でも、令和６年11月15日（金）で受付終了とします。

物価高騰対策賃上げ支援金 【相談先】物価高騰対策賃上げ支援事業事務局



【お問い合わせ先】

◆岩手県

◆岩手労働局

※ご留意ください

助成金及び補助金については、支給対象等が同じ場合は同時に受給
できないことがあります。
詳しくは、各項目の相談先にお問い合わせください。

◆商工労働観光部定住推進・雇用労働室 019-629-5585

◆いわて働き方改革サポートデスク
TEL  019-621-1171
E-mail jinzai@jobcafe-i.jp

◆岩手働き方改革推進支援センター
TEL  0120-664-643
E-mail iwate@task-wouk.com

◆雇用環境・均等室 019-604-3010

◆職業安定部職業安定課 019-604-3004

◆職業安定部職業対策課助成金センター 019-606-3285

◆各ハローワーク
ハローワーク盛岡 019-624-8908 ハローワーク釜石 0193-23-8609
ハローワーク宮古 0193-63-8609 ハローワーク花巻 0198-23-5118
ハローワーク一関 0191-23-4135 ハローワーク水沢 0197-24-8609
ハローワーク北上 0197-63-3314 ハローワーク大船渡 0192-27-4165
ハローワーク二戸 0195-23-3341 ハローワーク久慈 0194-53-3374
ハローワーク沼宮内 0195-62-2139 ハローワーク遠野 0198-62-2842

◆物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
TEL  019-601-5981
E-mail info@iwate-bukkakoutoutaisaku.jp
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